
概算数量設計特記仕様書 

 

１ 本特記仕様書は、概算数量設計発注である公園等危険木伐採業務委託（その３）（以下「本委

託」という。）の概算数量（以下「概数」という。）の確定について、必要な事項を定めるもので

ある。 

 

２ 本委託において、概数で積算したものは「概数として扱う数量一覧」に示すものとし、概数の

確定は、伝票等の数量を証明する書類により確定するものとする。 

 

３ 下記の「概数として扱う数量一覧」に示した数量は概数であり、全部又は一部が確定した時点

で、必要に応じて設計変更するものとする。 

 

「概数として扱う数量一覧」 

名称 数量 

処分費（一般廃棄物処理手数料） 

設計書の摘要欄に概数と示した数量 
発生材運搬 

 

４ 本委託においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び委託数量の算出）を受注者

に行わせることがある。 

 

５ 受注者は、概数として扱っている事項の施工に当たっては、施工前に監督員と協議するものと

する。 

 

６ 受注者は、本委託に関して疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。 

 

 

 

 


